
三重県最低賃金

「最低賃金」についてのお問合せは、

三重労働局労働基準部賃金室
（電話０５９－２２６－２１０８）

又は最寄の労働基準監督署へ

三重県特定（産業別）最低賃金

三重労働局
最低賃金
に関する
特設サイト

「三重県最低賃金」と「特定（産業別）最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額
以上の賃金を支払わなければなりません。

したがって、「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金（時間額 円、日額 ， 円 平成 年 月
日発効）」、「三重県一般機械器具製造業最低賃金（時間額 円、平成 年 月 日発効）」、「三重県洋食器・

刃物・手道具・金物類製造業最低賃金（時間額 円、平成 年 月 日発効）」、「三重県ガラス・同製品製造業
最低賃金（時間額 円、令和 年 月 日発効）」、「三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業最低賃金（時間額 円、令和 年 月 日発効）」が適用される労働者については、三重県最低
賃金（時間額 円）の金額以上の賃金を支払わなければなりません。

電 線 ・ ケ ー ブ ル 製 造 業
最 低 賃 金

建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品
製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、
産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、
そ の 他 の 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金

ちゃんとチェック！
最 低 賃 金
働く人も、雇う人も、
確 認 を 忘 れ ず に ☑

最低賃金はセーフティネットとして県内の事業場で働く
す べ て の 労 働 者 と そ の 使 用 者 に 適 用 さ れ ま す 。

時間額

円

（令和７年 月 日発効）

時間額 円

発効日 令和７年 月 日

時間額 円

発効日 令和７年 月 日

※ 「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金」、「三重県一般機械器具製造業最低賃金」、
「三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金」、「三重県ガラス・同製品製造業最低賃金」、
「三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」の取扱い
について




